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生活支援 

 

１ 基本方針  

障害のある人への支援体制として、平成１８年４月に施行した「障害者自立支援法」に

より、障害の種類によって異なる各種福祉サービスが一元化され、これにより、障害の種

類を超えた共通の場で、それぞれの障害特性などを踏まえたサービスが提供することがで

きるようになりました。 

また「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関

係法律の整備に関する法律」により、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする改正が行われ、障害

福祉サービス等の対象となる障害のある人の範囲に難病患者が含まれるなどの支援の見

直しが行われました。 

障害児支援については平成２４年４月から知的障害児施設等の障害種別に分かれてい

た施設体系について、通所による支援を「障害児通所支援」に、入所による支援を「障害

児入所支援」にそれぞれ一元化するなどの障害児支援の強化が図られました。 

障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが個人としての尊厳が重んじられ共

生できる社会の実現のためには、障害のある人が身近な場所において必要な日常生活及び

社会生活を営むことができるよう、相談支援体制が構築され障害福祉サービス等が利用し

やすい環境が整備される必要があります。 

また、障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行

うことができるよう情報提供や意思疎通の支援を行う必要があります。 

そのため、次の課題に沿って、必要な施策を推進します。 

 

（１）相談支援体制の構築 

（２）障害福祉サービス等の利用の推進 

（３）障害児支援の充実 

（４）福祉用具の支給 

（５）情報提供の充実等 

（６）意思疎通支援の充実 

 

 

 

 

 

第 １ 章

  

資料６ 



各論 第１章 生活支援 

 

 - 2 - 

２ 現状と施策の方向性について 

 

 

課題（１）相談支援体制の構築 

項目 現状 施策の方向性 

１．船橋市自立支援協議会によ

る障害のある人への支援体制の

整備 

①関係機関等が相互の連絡を図

ることにより、地域における障

害者等への支援体制に関する課

題について情報を共有し、関係

機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた体

制の整備についての協議を船橋

市自立支援協議会にて行ってい

ます。 

 

①引き続き、船橋市自立支援協

議会にて関係機関等の相互連絡

や情報共有を図ることにより、

連携の緊密化や地域の実情に応

じた体制の整備を図ります。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 ②船橋市自立支援協議会に専門

部会を設置し、課題別の検討事

項について協議を行っていま

す。 

 

②引き続き、専門部会にて課題

別の検討事項について協議を行

います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

療育支援課 

 

２.相談支援体制の構築 船橋障害者相談支援事業所連

絡協議会において、各相談支援

事業に係る諸問題の検討及び研

究、関係機関・団体等のネット

ワークづくりなど相談支援体制

の構築を図っています。 

 

 引き続き、船橋障害者相談支

援事業所連絡協議会による相談

支援体制の構築を図ります。 

［担当課］ 

障害福祉課 

療育支援課 

 

３．基幹相談支援センター「ふ

らっと船橋」による相談支援の

充実 

 

平成２４年１０月より基幹相

談支援センターとして、地域の

相談支援の中核的な役割を担っ

ています。 

 

 引き続き、基幹相談支援セン

ター「ふらっと船橋」を中核と

して相談支援を実施します。 

[担当課] 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．障害者相談員による相談の

実施 

 

 身体障害者相談員及び知的障

害者相談員による相談を行って

います。 

 

 引き続き、障害者相談員によ

る相談を行っていきます。 

[担当課] 

障害福祉課 

 

 

 

課題（２）障害福祉サービス等の利用の推進 

項目 現状 施策の方向性 

１．障害福祉サービス等の充実  個々の障害のある人のニーズ

や実態に応じ障害福祉サービス

等の支援を行っています。 

 

 引き続き、障害福祉サービス

等の利用の推進を図ることによ

り、障害のある人への支援を行

います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 

２.難病患者に対する障害福祉

サービス等の支援 

 

 平成２５年４月の障害者総合

支援法の改正により、難病患者

も障害福祉サービス等の対象と

なる障害者の範囲に難病患者が

含まれることになり、難病患者

に対しても障害福祉サービス等

の支援を行っています。 

 

 引き続き、難病患者に対する

障害福祉サービス等の支援を行

います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

３．重度重複化への対応  障害の重度化・重複化に対応

するため、専門職員の配置を行

っています。 

 

 引き続き、障害の重度化・重

複化に対応するため専門職員を

配置します。 

［担当課］ 

障害福祉課 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

４．高齢化への対応 

 

 障害のある人の高齢化に対し

て、介護保険サービス等への切

り替えがスムーズに行われるよ

う関係機関との連携を図ってい

ます。 

 

 引き続き、介護保険サービス

等への切り替えがスムーズに行

えるよう関係機関との連携を図

ります。 

［担当課］ 

介護保険課 

障害福祉課 

 

５．グループホームの充実 ①地域移行の推進を図るため、

グループホームの整備費の補助

を行っています。 

 

①引き続き、地域移行の推進の

ためグループホームの整備費の

補助を行います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 ②障害のある人の自立支援に寄

与するため、グループホームの

運営費の補助を行っています。 

 

②引き続き、障害のある人の自

立支援に寄与するため、グルー

プホームの運営費の補助を行い

ます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

６．福祉ホーム・生活ホームに

よる支援 

 福祉ホーム・生活ホームによ

り障害のある人に居室の提供及

び日常生活に必要な支援を行っ

ています。 

 

 引き続き、福祉ホーム・生活

ホームによる居室の提供及び日

常生活の援助を行っていきま

す。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

７．グループホーム等入居者家

賃補助の実施 

 

 障害のある人の自立を促進す

るため、グループホーム・生活

ホームの家賃の一部を補助して

います。 

 

 引き続き、グループホーム・

生活ホームの家賃の一部を補助

します。 

［担当課］ 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

８．生活訓練等事業の推進  視覚障害者に対し、日常生活

に必要な相談・訓練指導を行う

ことにより、視覚障害者の自立

社会参加の促進を図っていま

す。 

 

 引き続き、生活訓練等事業を

行っていきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

９．障害児等療育支援事業の推

進 

 

 在宅の障害児（者）の地域に

おける生活を支えるため、身近

な地域で療育指導・相談等によ

り、各種福祉サービス提供の援

助・調整等を行っています。 

 

 

 引き続き、障害児等療育支援

事業を推進していきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

１０．精神障害者の社会復帰施

策の推進 

  回復途上の精神障害者の社

会生活への適応力を高めること

などを目的に、デイケアクラブ

を実施しています。 

 

 

 引き続き、デイケアクラブを

実施し、精神障害者の社会復帰

を支援します。 

［担当課］ 

保健所 

 

１１．一時介護の充実 

 

 障害のある人が福祉施設など

に有料で一時的な介護を委託し

た場合、その費用の一部を助成

することにより、障害のある人

及びその保護者の福祉の増進を

図っています。 

 

 引き続き、一時介護の費用の

一部を助成することにより、障

害のある人及びその保護者の福

祉の増進を図ります。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

１２．日中一時支援事業の充実  障害のある人の日中における

活動の場を確保するとともに、

障害のある人の家族の就労支援

及び障害のある人を日常的に介

護している家族の一時的な休息

等のための支援を行っていま

す。 

 

 引き続き、日中一時支援の充

実を図ることにより、障害のあ

る人及びその家族の支援を行い

ます。 

［担当課］ 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１３．重度身体障害者等入浴サ

ービス事業の充実 

 重度障害者等の居宅を訪問

し、浴槽を提供して行われる入

浴の介護を行っています。 

 

 引き続き、重度身体障害者等

入浴サービス事業を行います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

１４．障害者等移動支援事業の

充実 

 屋外での移動が困難な障害の

ある人が、社会生活上必要不可

欠な外出や余暇活動等の社会参

加のための外出の支援を行って

います。 

 

 引き続き、障害者等移動支援

事業を実施し、障害のある人の

社会参加のための外出の支援を

行います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

１５．リフトカーによる移動支

援の充実 

 

福祉リフトカーの利用の支援

を行うことにより、障害のある

人の社会参加のための外出の支

援を行っています。 

 

 引き続き、福祉リフトカーの

利用の支援を行うことにより、

社会参加のための外出の支援を

行います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

１６．福祉タクシー利用料金の

助成 

 

 重度の障害のある人に、タク

シーの利用料金の一部を助成す

ることにより、障害のある人の

福祉の増進を図っています。 

 

 引き続き、福祉タクシー利用

料金の助成を行うことにより、

障害のある人の福祉の増進を図

ります。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

１７．自動車改造費及び自動車

免許取得費の助成 

 

 障害のある人が、自らが所有

し運転する自動車の改造を行う

場合や、自動車免許を取得した

場合に、改造費や免許取得費の

一部を助成しています。 

 

 引き続き、障害のある人が自

ら所有し運転する自動車の改造

を行う場合の改造費や免許取得

費の一部を助成します。 

［担当課］ 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

１８．障害者施設等通所交通費

の助成 

 

 障害者施設等に通所している

障害者等及びその介護者に対

し、通所に要する交通費の一部

を助成しています。 

 

 引き続き、障害者等及びその

介護者に対し、通所に要する交

通費の一部を助成します。 

［担当課］ 

療育支援課 

障害福祉課 

 

 

１９．福祉有償運送運営協議会

の開催 

 

運送者からの申し出により、

船橋市福祉有償運送運営協議会

において、福祉有償運送の必要

性、旅客から収受する対価その

他の福祉有償運送を行うために

必要となる事項について、地域

の関係者が集まり協議していま

す。 

 

 引き続き、船橋市福祉有償運

営協議会において、福祉有償運

送についての協議を行います。 

［担当課］ 

地域福祉課 

 

２０．食の自立支援事業の実施 

 

 身体の障害者等により食事の

調理が困難な一人暮らし等の身

体障害者に食事を届けるほか、

栄養士が食生活に関する相談に

応じる、食の自立支援事業を行

っています。 

 

 引き続き、食の自立支援事業

を行います。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

課題（３）障害児支援の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．療育支援体制の整備  こども発達相談センターを基

幹とし、福祉、教育部門などの

周辺関係機関との連携を強化

し、広く支援体制を整備するこ

とで、総合的・一貫性のある療

育体制の充実を図っています。 

 

引き続き、連携を強化するた

めの会議等を開催していきま

す。 

［担当課］ 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

２．児童発達支援の実施 

 

未就学の障害児が、日常生活

の向上を図るため、基本的動作

の指導や集団生活への適応訓練

を行っています。 

 

 

 引き続き、児童発達支援を実

施し、障害児の日常生活の向上

を図っていきます。 

［担当課］ 

療育支援課 

 

 

３．放課後等デイサービスの実

施 

 就学している障害児が、生活

能力の向上を図るため、コミュ

ニケーションの促進や必要な訓

練を行っています。 

 

 

 引き続き、放課後等デイサー

ビス実施し、障害児の生活能力

の向上を図っていきます。 

［担当課］ 

療育支援課 

 

 

４．保育所等訪問支援の実施 

 

 保育所等に通う障害児が、集

団生活への適応のために訪問支

援員の専門的なアドバイスを行

っています。 

 

 引き続き、保育所等訪問支援

を実施し、集団生活の適応向上

を図っていきます。 

［担当課］ 

療育支援課 

 

５．早期発見・早期療育の充実 

 

 心理発達相談員などの専門職

の巡回相談等により、発達に遅

れのある子を早期発見し、早期

療育を行っています。 

 

引き続き、幼稚園等への巡回

相談等を行い、早期発見し、早

期療育に繋げていきます。 

［担当課］ 

療育支援課 

 

６．療育内容の充実 

 

 療育内容の研究を深め、より

効果的な支援体制を構築すると

ともに、支援にかかる知識や具

体的支援方法についての指導啓

発を行うことにより、効果的な

支援体制の確立を図っていま

す。 

 

 引き続き、幼稚園・保育園等

の職員に対して、講演会を開催

し、職員の資質の向上を図って

いきます。 

［担当課］ 

療育支援課 
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項目 現状 施策の方向性 

７．保育所における障害のある

児童の受け入れ 

 

船橋市発達支援保育実施要綱

に基づき、保育に欠ける発達支

援児の保育所での受入れを行っ

ています。 

また保育所のバリアフリー化

を推進しています。 

 

引き続き、船橋市発達支援保

育実施要綱に基づき、保育を必

要とする発達支援児の保育所で

の受入れを行っていきます。 

また保育所のバリアフリー化

も推進します。 

［担当課］ 

保育課 

保育施設整備課 

 

 

８．幼稚園における障害のある

児童の受け入れ 

 幼稚園において障害のある児

童を受け入れている私立幼稚園

に対し、それにかかわる経費の

一部の補助を行っています。 

 

 引き続き、障害のある児童を

受け入れている私立幼稚園に対

し、その経費の一部を補助する

ことにより、幼稚園における障

害のある児童の受け入れに対す

る支援を行っていきます。 

［担当課］ 

学務課 

 

 

 

 

９．放課後ルームにおける障害

のある児童の受け入れ 

 

 障害のある児童の受け入れの

際に、児童の障害の程度に応じ

て職員の加配などを行っていま

す。 

 

 引き続き、職員の加配などを

行うなど障害のある児童の受け

入れを行っていきます。 

［担当課］ 

児童育成課 
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課題（４）福祉用具の支給 

項目 現状 施策の方向性 

１．補装具費の支給 

 

 障害のある人の日常生活や社

会生活の向上を図るために、補装

具費（購入・修理）の支給を行っ

ています。 

 

 引き続き、障害のある人の日

常生活や社会生活の向上を図る

ために、補装具費の支給を行い

ます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 

２．日常生活用具費の支給 

 

 障害のある人の日常生活や社

会生活の向上を図るために日常

生活用具費や日常生活用具取付

費用の支給を行っています。 

 

 引き続き、障害のある人の日

常生活や社会生活の向上を図る

ために、日常生活用具費や日常

生活用具取付費用の支給を行い

ます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 

 

課題（５）情報提供の充実等 

項目 現状 施策の方向性 

１．聴覚障害者ファクシミリ・

ネットワーク（F ネット）事業

の推進 

 

 聴覚障害者への情報提供の充

実を図るため、ファクシミリを

利用した情報提供を推進してい

ます。 

 

 引き続き、ファクシミリを利

用した情報提供を推進していき

ます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

２．図書利用の支援 ①身体障害者福祉センターにて

声の図書（テープ・CD）や点字

図書の貸し出しを行っていま

す。 

 引き続き、声の図書・点字図

書の貸し出しを行っていきま

す。 

［担当課］ 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

２．図書利用の支援 ②障害があり図書館に行くこと

が困難な人に対し、図書の宅配

を行っています。 

 

 引き続き、図書の宅配サービ

スを行っていきます。 

［担当課］ 

図書館 

 

３．点字広報・声の広報の発行 

 

 広報ふなばしの点字版・録音

版を発行することによる情報提

供の推進を図っています。 

 

 引き続き、点字広報・声の広

報を発行することによる情報提

供の推進を図っていきます。 

［担当課］ 

広報課 

 

 

４．市ホームページにおける情

報提供の推進 

 

 市のホームページにおいて、

ふりがな・文字の拡大機能など

情報提供の推進を図っていま

す。 

 

 引き続き、市のホームページ

における情報提供の推進を図っ

ていきます。 

［担当課］ 

広報課 

 

 

５．声の市議会だより・市議会

だより点字版の発行 

 

 市議会だよりの録音版である

声の市議会だよりや市議会だよ

りの点字版を発行することによ

り、市議会の情報提供の推進を

図っています。 

 

 引き続き、声の市議会だよ

り・市議会だより点字版の発行

により、市議会の情報提供の推

進を図っていきます。 

［担当課］ 

庶務課 

 

 

６．公文書の音声コード化 

 

 公文書の音声コード化につい

ては、必要に応じ行っておりま

す。 

 

 引き続き、公文書の音声コー

ド化については、必要に応じ行

ってまいります。 

［担当課］ 

総務課 

障害福祉課 
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課題（６）意思疎通支援の充実 

項目 現状 施策の方向性 

１．手話通訳者・要約筆記者に

よる意思疎通支援の推進 

 

①手話通訳者・要約筆記者を派

遣することにより、障害のある

人の意思疎通支援を推進してい

ます。 

 

①引き続き、手話通訳者・要約

筆記者を派遣することにより、

障害のある人の意思疎通支援を

推進していきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 

 ②手話通訳者・要約筆記者の派

遣を推進するため、手話通訳

者・要約筆記者の養成を行って

います。 

 

②引き続き、手話通訳者・要約

筆記者の養成を行うことによる

意思疎通支援を推進していきま

す。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

２．手話講習会の実施 ①聴覚障害者が基本的な意思疎

通ができるように、手話講習会

を行っています。 

 

①引き続き、聴覚障害者の意思

疎通支援のための手話講習会を

行っていきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 ②健聴者ではじめて手話を学ぶ

人を対象とした手話講習会を行

っています。 

 

②引き続き、健聴者で初めて手

話を学ぶ人を対象として講習会

を行っていきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 ③身体障害者手帳を所持してい

ない中途失聴者・難聴者のため

の手話講習会を行っています。 

 

③引き続き、中途失聴者・難聴

者のための手話講習会を行って

いきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 
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項目 現状 施策の方向性 

３．盲ろう者通訳・介助員によ

る意思疎通支援の充実 

 

①盲ろう者通訳・介助員を派遣

することにより、障害のある人

の意思疎通支援を推進していま

す。 

 

①引き続き、盲ろう者通訳・介

助員を派遣することにより、障

害のある人の意思疎通支援を推

進していきます。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 

 ②盲ろう者通訳・介助員の派遣

を推進するため、盲ろう者通訳

者・介助員の養成を行っていま

す。 

 

②引き続き、盲ろう者通訳・介

助員の養成を行うことにより、

意思疎通支援を推進していきま

す。 

［担当課］ 

障害福祉課 

 


